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長野市立公民館・長野市交流センター
「長野市施設案内予約システム」の導入について

令和７年２月５日開催
長野市社会教育委員会議 資料

資料 ２



～市民と創る最高のまちづくり～

事業全体概要・採択結果 2

 本市では、 ４事業をデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ）に申請し、令和５年３月１０日付けで
いずれも満額で採択となったもの

事業・サービス サービス内容
国費申請額
(国費採択額)

関係所属

【事業１】

統合フロント
アプリ構築事業

＜事業費＞
22,254千円

①統合フロントアプリ

 様々な自治体サービスの共通窓口としてASP型ポータル

サービス（フロントアプリ）の構築

 住民の属性や関心ごとに合わせたプッシュ通知の実施

 住民と行政の双方向コミュニケ―ション

11,127          

(11,127)

 行政DX推進課

 広報広聴課

【事業２】

公共施設DX事業

＜事業費＞
45,600千円

①公共施設DX

 公共施設の共通予約システムの導入

 スポーツ施設等へのスマートロックの導入

（次年度以降、他の公共施設へ順次拡大予定）

 スマートロック導入に係る通信環境の整備

 オンライン利用者登録におけるマイナンバーカード活用

22,800

(22,800)

 公共施設マネジメント推進課

 行政DX推進課

 スポーツ課

 家庭・地域学びの課

 福祉政策課

 高齢者活躍支援課

 商工労働課

 観光振興課

【事業３】

親子成長DX事業

＜事業費＞
46,279千円

①マイカレンダー
サービス

 子どもの成長に合わせて共に成長していくデジタルサービス

として、親子のライフイベントに応じた手続やサービスをフロ

ントアプリ上で提供

 年齢や家族構成など個人に合う情報を市からプッシュ配信

16,775

(16,775)

 行政DX推進課

 関係部局

②AI活用型
相談支援サービス

 マイカレンダーサービスの連携テーブルとAI相談業務支援が

連携し、支援が必要な住民へのプッシュ型支援

6,364

(6,364)

 行政DX推進課

 関係部局

【事業４】

文化・観光DX事業

＜事業費＞
198,945千円

①「旅マエ・旅ナカ・旅アト」
デジタルコンテンツ

 長野市の財産である文化財を起点とし、旅マエの予感、旅ナカ

の体感、旅アトの満足感を味わうことにより、川中島古戦場及

びその周辺の松代地域への誘客・周遊を促進するデジタルコ

ンテンツの構築

47,492

(47,492)

 観光振興課

 文化財課

②文化財
データベース整備

 文化財のデジタルアーカイブ化（システム構築・デジタル化作

業・データ搭載・ネット公開（運用）・利活用支援等）

 長野市誌のフルテキスト化

51,980

(51,980)
 文化財課

千円

※令和６年度以降のランニング費用を抑えるために、システムのカスタマイズを必要最小限とするとともに、今後の拡張性を考慮した構築に努める。

長野市は、４事業が採択。公共施設ＤＸ事業として、すべての市有施設について、

共通の予約システムの導入を計画。

令和６年６月1日：スポーツ課所管施設は、新システム「まちかぎリモート」へ更改。

勤労者福祉施設は新規導入。

公民館・交流センターは、令和８年３月1日からの稼働を予定。

令和６年度補正予算から「新しい地方経済・生活環境創生交付金」へ名称変更



２

施設開所 令和６年８月予定

長野市施設案内予約システム

「まちかぎリモート」 サービス関係図

データサーバ

他課所管施設

利用申請者

スマートフォン パソコン

申請書

公民館・交流センター

利用申請者

データ連携

データ連携

予約システムから
取得した情報を分析

公民館・交流センターの使用申請方法に
電子申請が追加されます。

（現在）
使用を希望する公民館・交流センターの窓口へ出向
き、申請書を提出

（システム導入後）
利用者ＩＤを取得した学習活動団体等は、スマート
フォンやパソコンによる電子申請での使用申請も
可能になります。

スマートフォン パソコン

申請方法が選べます

新規追加

令和８年３月1日以降
（令和８年4月利用分から適用）
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システム導入に伴う公民館・交流センターの
使用（利用）申請方法 変更点

項 目 現 在 システム導入後

使用申請方法 使用希望施設の窓口へ申請書を提出 ①使用希望施設の窓口へ申請書を提出
新 ②スマートフォン・パソコンからの電子申請

（※）学習活動団体としての登録が必要

学習活動団体登録
手続き

使用する公民館・交流センターごとに登録が
必要

学習活動の主たる活動場所となる施設で登録手
続きをすることで、市内全公民館・交流センター
の使用申請が可能。

学習活動団体登録
有効期限

公民館使用団体：単年度
交流センター ：最長３年

公民館・交流センター使用団体：最長３年

利用単位 公民館：午前、午後、夜間の3区分で利用
交流センター：１時間単位の利用

（1回4時間を限度）

公民館・交流センターともに
１時間単位の利用（1回4時間を限度）

各施設の空室状況
の照会

公民館・交流センターに来館または電話によ
り照会

システム内にある部屋ごとのカレンダーにより知
ることが出来る。
（※）前日までの予約状況となる。



時 期 内 容

令和７年４月頃 （庁内会議での説明）

令和７年５月 規則改正を法規審査委員会へ提出
・長野市立公民館条例施行規則
・長野市交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和７年７月以降 市民への周知
広報ながのへの掲載、公民館・交流センターでの説明会の実施等

令和７年９月頃～
○学習活動団体登録受付開始
○施設ごとのマスタ登録・内容確認・テスト

令和８年１月 学習活動団体情報のシステムへの取込作業

令和８年３月 運用開始 （令和８年４月分の使用申込受付開始）

令和８年４月 システムによる使用状況管理下での貸館開始

5システム導入スケジュール（案）

市民向け周知や準備行為の前に、
規則改正の必要の有無により、改正
時期は８月となるか現在検討中。



懸念事項 対応策

スマホやパソコンの使用、メールのやり取りが
できない利用者は、公民館・交流センターを使用
することが出来なくなってしまうのか

利用申請は、これまでの窓口での申請受付を継続し
ます。システム利用が可能な利用者は、電子での申請
も可能となります。
公民館・交流センターでは、利用者の希望に応じ、

電子申請方法のサポートを行っていきます。

システムによる電子による使用申請ができない
学習活動団体は、生涯学習活動の場を失ってし
まうことにならないのか？

公民館・交流センターの利用申請は、対象月の前月初
日の業務日に受付が開始されます。
現在、初日の受付は、各施設において、くじ引きによ
る受付順番で利用申請を受け付けし、各団体の活動実
施日が確保されています。
地域における社会教育活動を衰退させないためにも、
初日の受付はこれまでどおり窓口受付のみとし、
翌日からは、システムによる利用申請を受け付けます。

どんな団体でも、システムの利用団体として登録
できるのか？

システム利用団体として登録できる学習活動団体は、
公民館・交流センターで活動することを目的として組
織されたグループと地区住民自治協議会のみです。
社会教育活動をしている団体であっても、運営主体
が法人や、他の目的により組織される団体は、これま
でどおり利用する公民館・交流センターの窓口におい
て、使用目的を聞き取り、貸し出し可能の有無と有料・
無料の有無を判断させていただきます。

6システム導入に伴う想定される懸念について



長野市施設案内予約システム

「まちかぎリモート」
トップページと施設の空室カレンダー


